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開  会 

 

○三友部会長  皆様、おはようございます。ただいまから、情報通信行政・郵政行政審

議会電気通信事業部会第１３８回を開催いたします。本日は当初委員９名中８名の出席

を予定しており、現在１名が遅れて出席されるとのことですが、定足数を満たしており

ますことから、このまま開催いたします。 

 ウェブ審議となりますので、皆様、御発言の際は、マイク及びカメラをオンにし、お

名前をおっしゃっていただいてから御発言をお願いいたします。 

 傍聴につきましては、ウェブ会議システムによる音声のみでの傍聴とさせていただき

ます。 

 それでは、お手元の議事に従いまして、議事を進めてまいりたいと思います。本日の

議題は、諮問事項１件でございます。 

 

議  題 

 

諮問事項 

電気通信事業法施行規則等の一部改正について【諮問第３１７３号】 

 

○三友部会長  諮問第３１７３号「電気通信事業法施行規則等の一部改正について」、

総務省から説明をお願いいたします。 

○古田料金サービス課課長補佐  総務省料金サービス課の古田でございます。本日はど

うぞよろしくお願いします。 

 諮問第３１７３号について御説明します。資料は１３８－１を御覧いただければと思

います。 

 通し番号１ページ目を御覧ください。諮問書になります。 

 電気通信事業法施行規則等の一部改正について、電気通信事業法第１６９条第２号及

び第４号の規定に基づき、諮問するものでございます。 

 通し番号２ページ目を御覧ください。改正内容の概要資料となります。 

 次に右肩１ページ目を御覧ください。こちらが改正案の概要となります。 

 モバイル市場の公正な競争を促進するため、電気通信事業法第２７条の３において、
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通信料金と端末代金の分離、行き過ぎた囲い込みの禁止を規定しているものでございま

す。 

 ２０１９年の改正電気通信事業法の施行から３年経過することを踏まえ、「競争ルー

ルの検証に関するワーキンググループ」において、規律の見直しの検討を実施したとこ

ろでございます。 

 今般、報告書が令和５年９月１１日に公表されましたので、報告書の内容を踏まえ、

必要となる省令等の改正を行うものでございます。 

 このページでは、主な改正をまとめておりますが、右肩３ページ目以降でそれぞれの

内容について、御説明差し上げたいと思います。 

 まず右肩２ページ目を御覧ください。参考となりますが、こちらは「競争ルールの検

証に関するワーキンググループ」についてでございます。 

 右肩３ページ目を御覧ください。割引上限規制の見直しについてでございます。 

 通信料金と端末代金の分離を目的としました現行の端末の割引上限である２万円規制

につきましては、導入後の一定期間は規制の導入効果が現れていたところでございます

けれども、端末の購入等をすることのみを条件とする端末値引きである、いわゆる「白

ロム割」が始まったことにより、再び「１円販売」等の大幅な端末値引きが行われるよ

うになりました。 

 このような状況等を踏まえ、報告書においては、端末の割引上限規制の見直しについ

て、次のとおり取りまとめられたところでございます。 

 現行制度上、利益の提供の上限額の範囲に含まれていない「白ロム割」は、割引額の

上限の範囲に含めることが適当であること。 

 割引額の上限については、最新データに基づいて、原則４万円とするが、対照価格が

４万円から８万円までの場合にあっては対照価格の５０％、４万円以下にあっては２万

円とすることが適当とされたところでございます。 

 報告書の内容を踏まえ、電気通信事業法施行規則の改正を行うものでございます。 

 改正内容は、資料中、下の図を御覧いただければと思いますが、割引額の上限につい

ては、左下の図にありますとおり、オレンジ点線が現行の２万円規制でありますが、赤

色実線のとおり、改正案は端末価格が８万円以上の場合は、割引額が４万円。端末価格

が４万円から８万円の場合は、端末価格の５０％。例えば、端末価格が６万円の場合は、

割引額の上限は３万円、端末価格が４万円以下の場合は、割引額の上限は２万円とする
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ものでございます。 

 また、「白ロム割」規制については、右下の図を御覧いただければと思いますが、端

末価格が１０万円の場合、現状では割引額の上限２万円に加えて、例えば、「白ロム割」

を７万９,９９９円で行うことで、「１円端末」の販売が行われていたところでござい

ますけれども、改正案では、これらを総額で規制することとしますので、割引額の上限

は４万円となり、過度な割引を抑制することが可能となるものでございます。 

 右肩４ページ目を御覧ください。報告書の抜粋となっております。 

 右肩５ページ目を御覧ください。継続利用割引の見直しについてでございます。 

 継続利用割引は、行き過ぎた囲い込みを禁止する観点から導入されたものでございま

すが、現行の継続利用割引は、契約を一定期間継続していたことに応じて、利用者に対

して行われる利益の提供を規律対象としており、長期にわたって利用者を拘束する行為

とは言えない行為も規律対象となっているところでございます。 

 一方で、通信料金割引以外の利益提供については、継続利用に応じた高額な利益提供

であったとしても、規制の対象外となっているところでございます。 

 このような状況等を踏まえ、報告書においては、継続利用割引の見直しについて、次

のとおり、取りまとめられたところでございます。 

 継続利用割引の規律対象は、契約時点において将来の継続利用に応じた割引を行うこ

とで、例えば６か月を超える長期の期間にわたって利用者を拘束するものに限定するこ

とが適当である。 

 ただし、長期でない場合であったとしても、過度な割引を行うことは適当ではないた

め、このような割引が行われないよう、必要な対応を行うことが必要であること。 

 継続利用に応じた通信料金割引以外の利益提供についても、規律の対象とすることが

適当とされたところでございます。 

 このような内容を踏まえまして、今回、電気通信事業法施行規則の改正を行うもので

ございます。 

 改正案は、資料の下の図を御覧いただければと思いますが、現行では継続利用割引の

施策開始より前の期間も継続利用に該当することとしておりましたが、改正案では、こ

の期間は継続利用に該当しないこととしております。 

 また、僅かな期間の継続利用に応じた利益提供であったとしても、提供可能な利益の

額は１年当たりの利益の額が当該契約に係る１か月当たりの料金以内と現行ではされて
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いたところでありますが、改正案では、当該規律を受けるものを長期のものに限定する

ため、６か月を超えるものとしております。 

 他方、６か月以内であったとしても、過度な割引を行うことは適当でないため、６か

月以内の継続利用に応じた利益提供は、１か月の利益の額が当該契約に係る１か月当た

りの料金以内としているところでございます。 

 また、規律対象は、現行は「通信料金割引その他これと同等の利益」とされていたと

ころでございますが、改正案では「通信料金割引その他の経済的利益」としているとこ

ろでございます。 

 右肩６ページ目を御覧ください。報告書の抜粋となります。 

 右肩７ページ目を御覧ください。指定対象事業者の見直しについてです。 

 現行の指定対象事業者の基準は、ＭＮＯ、ＭＮＯの特定関係法人及びシェアが

０.７％を超えるＭＶＮＯとなっております。 

 他方、改正法施行時と比較してＭＶＮＯのＭＮＯに対する相対的な競争力は低下して

いるところでございます。 

 このような状況等を踏まえ、報告書においては、指定対象事業者の見直しについて、

ＭＶＮＯの指定対象範囲を４％とすることが適当と取りまとめられたところでございま

す。 

 報告書を踏まえ、電気通信事業法施行規則及び指定告示の改正を行うものでございま

す。 

 改正内容は、資料の下の図を御覧いただければと思いますが、ＭＶＮＯのシェアの基

準を０.７％から４％に変更し、この結果、現行では指定対象事業者だったＩＩＪ、オ

プテージが対象から除かれることとなります。 

 右肩８ページ目は報告書の抜粋となります。 

 右肩９ページ目を御覧ください。その他についてでございます。 

 １つ目、端末割引規制の割引の基点となる対照価格につきまして、現行制度上、端末

の販売価格が１の価格のみの場合は、当該１の価格と調達価格のいずれか高いものとさ

れておりますが、販売価格が複数設定されている場合は、販売価格の最も高い価格が採

用され、調達価格と比較しないこととなっております。 

 ２つ目、通信方式変更／周波数移行特例は、特定の通信方式の利用者が新たな通信方

式に迅速に移行してもらうため、対照価格までの利益提供を可能とする特例でございま



－5－ 

すが、通常の割引上限の範囲であったとしても、迅速な移行に著しい支障となるとは考

えにくく、また、この特例の目的を超えた利益の提供が行われるおそれがあると考えら

れたところでございます。 

 ３つ目、既往契約の更新の特例は、令和元年の電気通信事業法施行規則の一部改正附

則第３条第３項により、令和６年１月１日までに廃止するものとすると定められている

ところでございます。 

 このような状況を踏まえ、報告書においては、次のとおり取りまとめられたところで

ございます。 

 １つ目、潜脱を防止する観点から、販売価格を複数設定する場合でも、対照価格が調

達価格を下回らないように見直すことが適当である。 

 ２つ目、通信方式変更／周波数移行特例は廃止することが適当である。 

 ただし、３Ｇから４Ｇ・５Ｇへのマイグレーションは、経過措置として残すことが適

当であること。 

 ３つ目、既往契約の更新に係る特例は、廃止するよう規定の整備を行うことが適当で

あり、今回、報告書を踏まえて改正を行うものでございます。 

 改正内容は、資料の下の図を御覧いただければと思いますが、対照価格の設定につい

ては、販売価格と調達価格を比較することとしております。 

 通信方式変更／周波数移行特例は、３Ｇから４Ｇ・５Ｇへのマイグレーションだけを

残し、ほかは廃止することとします。 

 既往契約の更新に係る特例は、令和５年１２月３１日限り効力を失うこととするとこ

ろでございます。 

 右肩１０ページ目は報告書の抜粋となります。 

右肩１１ページ目を御覧ください。今後のスケジュールとなります。 

 改正案につきましては、意見募集を行った後、本年１１月に改めて御審議いただき、

１２月公布、来年１月１日に全部施行することを現在考えているところでございます。 

 なお、１２月公布に「一部施行」とありますが、こちらは右肩９ページ目の既往契約

の更新に係る特例の改正が令和５年１２月３１日限り効力を失うこととするものであり

ますので、この部分を１２月に一部施行することを考えております。 

 次ページ以降は、改正案、省令や告示の内容となっておりますので、御参照いただけ

ればと思います。 
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 駆け足になりましたが、説明は以上となります。どうぞよろしくお願いします。 

○三友部会長  どうも御説明ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、御意見あるいは御質問がございましたら、

チャット欄から、その旨、お申出をお願いいたします。 

 それでは、西村委員、お願いいたします。 

○西村（真）委員  全相協の西村です。御説明ありがとうございます。 

 会議の中では、やはり割引額の上限規制の話について、いろいろお話が出ていました。

その中で、ＳＩＭのみ新規割についてもガイドラインの中で明確化して、上限をかけて

いくお話がありました。 

 今回の諮問の対象にはなっておりませんが、諮問対象外でも、こういうことを検討し

ているみたいなものを併せてお示しされていると、現実的に分かりやすいのではないか

と思っていました。 

 今回はともかく、今後、消費者への周知や事業者への周知のときに、どういう仕組み

になったのか、ガイドラインに記載されている内容も含めて、分かりやすくお伝えいた

だければと思っております。 

 以上です。 

○三友部会長  ありがとうございます。大変重要な御指摘だと思います。 

 総務省、いかがでしょうか。 

○古田料金サービス課課長補佐  ありがとうございます。 

 西村委員の御指摘のとおり、割引額の上限規制のうち、ＳＩＭのみ新規契約の部分に

ついては、ガイドラインで規定することが適当とされたところでございますので、今後、

総務省において、ガイドラインの改正を行っていきたいと思っております。 

 また、事業者も含めて、国民にきちんと分かりやすく伝えることは大変重要だと思っ

ておりますので、ガイドラインにつきましても、パブリックコメントを実施していきま

すけれども、ほかの機会においても、制度改正の全体像については、きちんと分かりや

すく伝えていきたいと考えております。 

 御指摘ありがとうございます。 

○三友部会長  よろしくお願いいたします。 

 続きまして、森委員、お願いいたします。 

○森委員  ありがとうございます。 
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 感想みたいなことを申し上げようと思いますけれども、今回、最初に御説明のありま

した「白ロム割」について、これを規制対象にするとのことですが、やはり現状は

「１円端末」みたいなことになっていまして、通信と端末が分離されていることを考え

ると、当該購入者からは回収できない前提でそういうことをされていることになります

ので、短期的な指標と本来やるべきことが分かれてきてしまっているのかなと感じます。 

 もちろん、Ａｐｐｌｅとの間の契約はどうなっているのかとか、もしかしたら何か合

理性があるのかもしれませんけれども、さすがにそういうことになってくると、ＭＮＯ

も自らの利益にならないようなことを指標設定してしまっているような感じになってい

ますので、そこはもう少し冷静になっていただきたいといいますか、ＭＮＯにはそのよ

うになっていただきたいと思います。 

 他方で、当局としては、もぐらたたきになっているといいますか、いたちごっこにな

っているといいますか、何かやると、それをかいくぐってとなるわけですけれども、そ

れは既に方針を決めたことですので、いたちごっこと言われようと、今回のようにしっ

かり対応していただくのが正しいのかなと思っています。そこまでは、割と多くの人が

そう思っておられるのではないかと思います。 

 ここから先は、私の超少数意見ですので話半分に聞いていただきたいのですけれども、

今回、２番目に継続利用割引の見直しがありました。これは御説明にあったとおり、別

に継続利用者の優遇について、規制を緩和しているわけではなくて、合理的に線引きを

し直しているだけのことだと思います。 

 ただ、継続利用者割引、継続利用者に利益を与えることは、直感的には囲い込みであ

って、スイッチングコストを上げていることになるわけですけれども、実際のところは、

言ってみれば、長期利用の場合の平均的利用料金を下げていることになりますので、そ

のような評価をすると、それが健全な競争になると思います。長期利用者をたくさん獲

得して、その人たちに利益を付与することによって、その人たちの平均利用料金が下が

ることがまさに望ましい方向性ではないかと思いますので、こちらについては、私個人

は規制緩和を検討していただいてもいいのかなと思っておりますが、そんなことを言っ

ている人はほとんどいませんので話半分に聞いていただければと思います。感想として

申し上げました。 

 以上です。 

○三友部会長  ありがとうございます。 
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 ロイヤルカスタマーの考え方もありますので、競争を促進することと、既存の優良顧

客を大事にすることのバランスをどこで取るかだと思いますけれども、総務省から、も

し何かございましたら、お願いいたします。 

○古田料金サービス課課長補佐  森委員、ありがとうございます。 

 森委員の御指摘のとおり、長期的な利用料金を下げている一面も当然あると思います。

一方で、森委員の御指摘にもありましたけれども、囲い込みでスイッチングコストを上

げている側面もあると思います。 

 したがって、三友部会長の御指摘にもありましたが、そのバランスをどう取っていく

かが非常に重要であると思っておりますので、森委員からの御指摘も踏まえて、今後、

制度の在り方について、そのバランスはどこが良いかは、随時市場状況を注視しながら、

総務省でも日々検討していきたいと思っております。 

 引き続き、どうぞよろしくお願いします。 

○三友部会長  よろしくお願いいたします。 

 今の森委員の御指摘は非常に重要なところだと思います。そのほかにいかがでしょう

か。よろしいでしょうか。 

 特によろしいですか。もし御意見があれば今のうちにお願いできればと思いますけれ

ども、特にございませんようですので、それでは、本件につきましては、当審議会の議

事規則第４条第１項の規定に従いまして、諮問された内容を報道発表するほか、インタ

ーネット等に掲載するなどして公告し、広く意見の募集を行うことといたします。 

 本件に関する意見招請は、１０月７日土曜日から１１月６日月曜日までといたします

が、そのような手続でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○三友部会長  ありがとうございました。それでは、その旨決定することといたします。 

○三友部会長  本日の審議は以上でございますが、この際、委員の皆様から何かござい

ますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 事務局、何かございますでしょうか。 

○坂平情報流通行政局総務課課長補佐  事務局でございます。三友部会長から冒頭にご

連絡があったとおり、委員１名が遅れてご出席いただいておりますので、ご報告させて

いただきます。また、次回の電気通信事業部会につきましては、別途、御連絡を差し上

げたいと思いますので、引き続き、皆様方、よろしくお願いいたします。 
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 事務局は以上です。 

○三友部会長  それでは、以上をもちまして本日の会議を終了いたします。本日は朝早

くからありがとうございました。 

 

閉  会 
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